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(57)【要約】
【課題】静止画撮影と動画撮影とを同時に行う撮像装置
であって、かつ、動画撮影の破綻をおこしにくい撮像装
置を提供することを目的とする。
【解決手段】被写体像を撮像し、静止画像データ及び動
画像データを生成可能な撮像手段と、前記撮像手段によ
り生成された静止画像データ及び動画像データを一時的
に記憶可能な第１の記憶手段と、第２の記憶手段と、前
記第１の記憶手段に記憶されている静止画像データ及び
動画像データを読み出して、前記第２の記憶手段に転送
可能な転送手段と、前記第１の記憶手段の使用状況に応
じて、動画像データと静止画像データとの何れかを前記
第２の記憶手段へ転送するよう前記転送手段を制御する
制御手段と、を備えることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を撮像し、静止画像データ及び動画像データを生成可能な撮像手段と、
　前記撮像手段により生成された静止画像データ及び動画像データを一時的に記憶可能な
第１の記憶手段と、
　第２の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段に記憶されている静止画像データ及び動画像データを読み出して、
前記第２の記憶手段に転送可能な転送手段と、
　前記第１の記憶手段の使用状況に応じて、動画像データと静止画像データとの何れかを
前記第２の記憶手段へ転送するよう前記転送手段を制御する制御手段と、を備える、
　撮像装置。
【請求項２】
　前記第１の記憶手段は、動画像データを一時的に記憶する動画像データ記憶手段と、静
止画像データを一時的に記憶する静止画像データ記憶手段と、を備える、
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１の記憶手段の使用量が所定量以上の場合には、前記第１の記
憶手段に記憶されている静止画像データを前記第２の記憶手段に転送せず、動画像データ
を前記第２の記憶手段に転送するよう前記転送手段を制御する、
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記第１の記憶手段の使用量が前記所定量未満の場合には、前記第２
の記憶手段への静止画像データの転送を許可する、
　請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　使用者から静止画の撮影指示を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段が使用者から静止画の撮影指示を受け付けるのに応じて、静止画撮影を行
っている旨の表示を開始する表示手段と、をさらに備え、
　前記第１の記憶手段の使用状況に応じて、前記表示手段による静止画撮影を行っている
旨の表示期間が異なる、
　請求項１～４の何れかに記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第１の記憶手段の使用量が多いほど、前記表示手段による静止画撮影を行っている
旨の表示期間が長い、
　請求項５に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関し、特に、静止画撮影と動画撮影とを同時に行うことができる
撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、動画撮影と静止画撮影とを同時に行うことが可能な撮像装置を開示して
いる。この撮像装置では、動画撮影中にストロボが発光した際には、動画ファイルに含ま
れるストロボ発光されたフレームと発光情報（ストロボ発光フラグ）とが対応付けされ、
動画ファイルの中から発光情報が対応付けされたフレームが抽出される。
【０００３】
　この撮像装置によれば、動画撮影中の静止画撮影処理を従来よりも簡素な処理によって
達成することができ、それによってシャッターチャンスを逃さない静止画撮影と、連続性
の保たれた動画撮影とが可能になる、とされている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２５１４１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に開示されている撮像装置は、静止画ファイルとして動
画ファイルの中の１つのフレームを抜き出すに過ぎないものである。また、特許文献１に
は、静止画像データを動画像データとは別に生成する技術については、何ら開示されてい
ない。
【０００６】
　ところで、周知のように、動画撮影と静止画撮影とを同時に行うことが可能な撮像装置
を用いて動画撮影を行う場合、動画撮影中の静止画撮影処理の如何に拘わらず、動画撮影
で得られた動画像データの記録の連続性を維持できるようにすることは、極めて重要であ
る。
【０００７】
　本発明は、静止画撮影と動画撮影とを同時に行える撮像装置であって、動画撮影の破綻
（つまり、動画像データの記録の連続性が損なわれる事態）を招き難い撮像装置を提供す
ることを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このため、本発明に係る撮像装置は、被写体像を撮像し、静止画像データ及び動画像デ
ータを生成可能な撮像手段と、前記撮像手段により生成された静止画像データ及び動画像
データを一時的に記憶可能な第１の記憶手段と、第２の記憶手段と、前記第１の記憶手段
に記憶されている静止画像データ及び動画像データを読み出して、前記第２の記憶手段に
転送可能な転送手段と、前記第１の記憶手段の使用状況に応じて、動画像データと静止画
像データとの何れかを前記第２の記憶手段へ転送するよう前記転送手段を制御する制御手
段と、を備えることを特徴としている。
【０００９】
　本発明にかかる撮像装置において、前記第１の記憶手段は、動画像データを一時的に記
憶する動画像データ記憶手段と、静止画像データを一時的に記憶する静止画像データ記憶
手段と、を備えるようにしてもよい。
【００１０】
　また、本発明にかかる撮像装置において、前記制御手段は、前記第１の記憶手段の使用
量が所定量以上の場合には、前記第１の記憶手段に記憶されている静止画像データを前記
第２の記憶手段に転送せず、動画像データを前記第２の記憶手段に転送するよう前記転送
手段を制御する、ようにしてもよい。
【００１１】
　この場合において、前記制御手段は、前記第１の記憶手段の使用量が前記所定量未満の
場合には、前記第２の記憶手段への静止画像データの転送を許可する、ようにしてもよい
。
【００１２】
　更に、本発明にかかる撮像装置において、使用者から静止画の撮影指示を受け付ける受
付手段と、前記受付手段が使用者から静止画の撮影指示を受け付けるのに応じて、静止画
撮影を行っている旨の表示を開始する表示手段とをさらに備え、前記第１の記憶手段の使
用状況に応じて、前記表示手段による静止画撮影を行っている旨の表示期間が異なる、よ
うに構成することもできる。
【００１３】
　この場合において、前記第１の記憶手段の使用量が多いほど、前記表示手段による静止
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画撮影を行っている旨の表示期間が長くなるようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、静止画撮影と動画撮影とを同時に行う撮像装置であって、動画撮影の
破綻を招き難い撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】デジタルビデオカメラ１００の構成を示すブロック図
【図２】動画像の記録動作フローを示すフローチャート
【図３】メモリ２９０内部のメモリ構造を示す模式図
【図４】動画像記録中の静止画記録動作フローを示すフローチャート
【図５】メモリ２９０からのデータ転送の動作フローを示すフローチャート
【図６】動画像記録中に静止画記録動作を行う際の、デジタルビデオカメラ１００におけ
るメモリ２９０に蓄積されている動画像データ量および静止画像データ量の遷移を示す模
式図
【図７】静止画記録中の画面表示フローを示すフローチャート
【図８】液晶モニタ２７０における画面表示を示す模式図
【図９】仮の例におけるメモリ２９０に蓄積されている動画像データ量の遷移を示す模式
図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
〔１．実施の形態１〕
　〔１－１．概要〕
　本実施形態に係るデジタルビデオカメラ１００は、静止画撮影機能と動画撮影機能との
両方を有している。しかも、このデジタルビデオカメラ１００は、原則としては、動画記
録中に静止画撮影指示を受け付けることができる。
　特に、デジタルビデオカメラ１００は、動画記録中に静止画撮影指示を受け付けるとい
う機能を原則的に実現でき、かつ、動画撮影が破綻するような事態の発生を起こしにくい
ように構成されている。
【００１７】
　〔１－２．構成〕
　　〔１－２－１．電気的構成〕
　本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００の電気的構成について、図１を参照
しながら説明する。図１は、デジタルビデオカメラ１００の構成を示すブロック図である
。デジタルビデオカメラ１００は、ズームレンズ１１０等からなる光学系により形成され
た被写体像を、ＣＣＤイメージセンサー１８０で撮像する。ＣＣＤイメージセンサー１８
０で生成された動画像データは、画像処理部１９０で各種処理が施され、メモリカード２
４０に格納される。また、メモリカード２４０に格納された動画像データは、液晶モニタ
２７０で表示可能である。以下、デジタルビデオカメラ１００の構成を詳細に説明する。
【００１８】
　デジタルビデオカメラ１００の光学系は、ズームレンズ１１０，光学手振れ補正機構（
ＯＩＳ：Optical Image Stabilizer）１４０，フォーカスレンズ１７０を含んでいる。ズ
ームレンズ１１０は、光学系の光軸に沿って移動することにより、被写体像を拡大または
縮小可能である。また、フォーカスレンズ１７０は、光学系の光軸に沿って移動すること
により、被写体像のピントを調整するものである。
【００１９】
　ＯＩＳ１４０は、その内部に、光軸に垂直な面内で移動可能な補正レンズを有している
。ＯＩＳ１４０は、デジタルビデオカメラ１００の振れを相殺する方向に補正レンズを駆
動することにより、被写体像の振れを低減することができる。
【００２０】
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　ズームモータ１３０は、ズームレンズ１１０を駆動する。ズームモータ１３０は、パル
スモータやＤＣモータ，リニアモータ，サーボモータなどで実現してもよい。ズームモー
タ１３０は、カム機構やボールネジなどの機構を介してズームレンズ１１０を駆動するよ
うにしてもよい。検出器１２０は、ズームレンズ１１０が光軸上でどの位置に存在するの
かを検出するものである。検出器１２０は、ズームレンズ１１０の光軸方向への移動に応
じて、ブラシ等のスイッチによりズームレンズの位置に関する信号を出力する。
【００２１】
　ＯＩＳアクチュエータ１５０は、ＯＩＳ１４０内の補正レンズを光軸と垂直な面内で駆
動するものである。ＯＩＳアクチュエータ１５０は、平面コイルや超音波モータなどで実
現できる。また、検出器１６０は、ＯＩＳ１４０内における補正レンズの移動量を検出す
るものである。
【００２２】
　ＣＣＤイメージセンサー１８０は、ズームレンズ１１０等からなる光学系で形成された
被写体像を撮像して、動画像データを生成する。ＣＣＤイメージセンサー１８０は、露光
、転送、電子シャッターなどの各種動作を行う。
【００２３】
　画像処理部１９０は、ＣＣＤイメージセンサー１８０で生成された動画像データに対し
て各種の処理を施すことができる。画像処理部１９０は、ＣＣＤイメージセンサー１８０
で生成された動画像データに対して処理を施し、液晶モニタ２７０に表示するための動画
像データを生成したり、メモリカード２４０に再格納するための動画像データを生成した
りする。
　例えば、画像処理部１９０は、ＣＣＤイメージセンサー１８０で生成された動画像デー
タに対してガンマ補正やホワイトバランス補正、傷補正などの各種処理を行う。また、画
像処理部１９０は、ＣＣＤイメージセンサー１８０で生成された動画像データに対して、
Ｈ．２６４規格やＭＰＥＧ２規格に準拠した圧縮形式等により動画像データを圧縮する。
画像処理部１９０は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）やマイコンなどで実現可能であ
る。
【００２４】
　コントローラー２１０は、全体を制御する制御手段である。例えば、コントローラー２
１０は、動画データ書込ブロック３００と、静止画データ書込ブロック３０５と、カード
書込ブロック３１０と、チェックブロック３２０とを備えている。
　動画データ書込ブロック３００は、画像処理部１９０で生成された動画像データをメモ
リ２９０に書き込む機能ブロックである。また、静止画データ書込ブロック３０５は、画
像処理部１９０で生成された静止画像データをメモリ２９０に書き込む機能ブロックであ
る。カード書込みブロック３１０は、メモリ２９０から動画像データ又は静止画像データ
を読み出し、メモリカード２４０に書き込む機能ブロックである。チェックブロック３２
０は、メモリ２９０に蓄積されている動画像データ又は静止画像データの容量を確認する
機能ブロックである。
　コントローラー２１０は、半導体集積回路などで実現可能である。或いは、コントロー
ラー２１０は、ハードウェアのみで構成してもよいし、ハードウェアとソフトウェアとを
組み合わせることにより実現してもよい。コントローラー２１０は、マイコンなどで実現
できる。
【００２５】
　メモリ２００は、画像処理部１９０及びコントローラー２１０のデータを一時的に保存
可能なワークメモリとして機能する。メモリ２００は、例えば、ＤＲＡＭ、強誘電体メモ
リなどで実現できる。
【００２６】
　液晶モニタ２７０は、ＣＣＤイメージセンサー１８０で生成した動画像データが示す画
像や、メモリカード２４０から読み出した動画像データが示す画像を表示可能である。
【００２７】
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　ジャイロセンサー２２０は、圧電素子等の振動材等で構成される。ジャイロセンサー２
２０は、圧電素子等の振動材を一定周波数で振動させコリオリ力による力を電圧に変換し
て角速度情報を得る。ジャイロセンサー２２０から角速度情報を得て、この揺れを相殺す
る方向にＯＩＳ内の補正レンズを駆動させることにより、デジタルビデオカメラ１００は
、使用者による手振れを補正する。
【００２８】
　カードスロット２３０は、メモリカード２４０を着脱可能である。カードスロット２３
０は、機械的及び電気的にメモリカード２４０と接続可能である。メモリカード２４０は
、フラッシュメモリや強誘電体メモリなどを内部に含み、データを格納可能である。
【００２９】
　内部メモリ２８０は、フラッシュメモリや強誘体メモリなどで構成される。内部メモリ
２８０は、デジタルビデオカメラ１００全体を制御するための制御プログラム等を格納す
る。
【００３０】
　メモリ２９０は、動画像データを生成した際に、生成した動画像データをメモリカード
２４０へ書き込む前に一時的に蓄積するためのバッファメモリである。
【００３１】
　操作部材２５０は、使用者から撮像指示等の操作を受け付ける部材の総称である。ズー
ムレバー２６０は、使用者からズーム倍率の変更指示を受け付ける部材である。
【００３２】
　　〔１－２－２．本発明との対応〕
　前記光学系（ズームレンズ１１０，ＯＩＳ１４０，フォーカスレンズ１７０）、ＣＣＤ
イメージセンサー１８０及び画像処理部１９０からなる構成は、本発明の撮像手段の一例
である。メモリ２９０は、本発明の第１の記憶手段の一例である。メモリカード２４０は
、本発明の第２の記憶手段の一例である。カード書込みブロック３１０は、本発明の転送
手段の一例である。操作部材２５０のうちのシャッター釦は、本発明の受付手段の一例で
ある。チェックブロック３２０は、本発明の制御手段の一例である。液晶モニタ２７０は
、本発明の表示手段の一例である。
【００３３】
　〔１－３．動作〕
　　〔１－３－１．動画像の記録動作〕
　本実施の形態に係るデジタルビデオカメラ１００での動画像データの記録動作について
、図２を参照しながら説明する。図２は、デジタルビデオカメラ１００における動画像の
記録動作フローを示すフローチャートである。
【００３４】
　使用者は、操作部材２５０のうちのモード選択ダイヤルを操作することにより、デジタ
ルビデオカメラ１００を撮影モードに設定できる（ステップＳ１００）。
【００３５】
　撮影モードに設定されると、コントローラー２１０は、操作部財２５０のうちの動画撮
影ボタンがＯＮされたか否かにより、動画記録指示がされたか否かを判断する（ステップ
Ｓ１１０）。動画記録指示がされたと判断すると（ステップＳ１１０：ＹＥＳ）、コント
ローラー２１０は、入力映像のエンコードを開始するよう画像処理部１９０を制御する（
ステップＳ１２０）。動画記録指示がされたと判断しない場合には（ステップＳ１１０：
ＮＯ）、この判断ステップＳ１１０が継続的に繰り返される。
【００３６】
　入力映像のエンコードが開始されると（ステップＳ１２０）、コントローラー２１０内
の動画データ書込みブロック３００は、エンコードされた動画像データのメモリ２９０へ
の蓄積を開始する（ステップＳ１３０）。
【００３７】
　動画像データのメモリ２９０への蓄積が開始されると、コントローラー２１０内のカー
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ド書込みブロック３１０は、メモリ２９０に所定量（Ｘ）以上の動画像データが蓄積され
たか否かを判断する（ステップＳ１４０）。メモリ２９０に所定量（Ｘ）以上の動画像デ
ータが蓄積されたと判断すると（ステップＳ１４０：ＹＥＳ）、カード書込みブロック３
１０は、メモリ２９０に蓄積された動画像データを読み出して、メモリカード２４０に書
き込む（ステップＳ１５０）。
【００３８】
　以後、動画記録が継続している間、カード書込みブロック３１０は、ステップＳ１４０
からステップＳ１５０のステップを繰り返す。
【００３９】
　以上の動作により、動画像データのメモリカード２４０への記録が実現される。
　ユーザが操作部財２５０のうちの動画撮影ボタンをＯＦＦ操作して動画撮影を停止する
か、或いは、メモリカード２４０の容量残がなくなることなどにより、動画像データのメ
モリカード２４０への記録は停止される。
【００４０】
　　〔１－３－２．動画記録中に静止画撮影指示がされた場合の動作〕
　次に、動画像データの記録中に静止画撮影指示がされた場合の動作について説明する。
先ず、メモリ２９０内部のメモリ構造について、図３を参照しながら説明する。この図３
に示すように、メモリ２９０内には、動画像データを記録する動画領域２９２と、静止画
像データを記録する静止画領域２９４とが設けられている。動画領域２９２には、連続的
に撮影された動画像データが次々と入力される。この入力された動画像データは、順次カ
ードスロット２３０を介してメモリカード２４０内に記録される。静止画領域２９２は、
１枚分あるいは複数枚（例えば２，３枚）分の静止画データを貯えるデータ容量に設定さ
れたデータ領域である。この静止画領域２９２には、撮影された１枚分あるいは複数枚分
の静止画データが入力される。この入力された静止画データは、やはりカードスロット２
３０を介してメモリカード２４０内に記録される。
【００４１】
　なお、図３の例では、メモリ２９０は、動画領域２９２と静止画領域２９４とが、それ
ぞれ一群の纏まったアドレスを有する領域として分離して構成されている。しかしながら
、メモリ２９０のメモリ構造としては、必ずしもこのように分離した構造に限定されるも
のではない。例えば、論理的に管理し易くなるのであれば、動画領域２９２のアドレスと
静止画領域２９４のアドレスとが混在するように構成してもよい。また、動画領域２９２
と静止画領域２９４とを、別体のメモリとして構成するようにしてもよい。
【００４２】
　デジタルビデオカメラ１００において、動画像データの記録中に静止画撮影指示がされ
た場合の動作について、図４，図５及び図６を参照しながら説明する。図４は、動画像記
録中の静止画記録動作フローを示すフローチャートである。図５は、メモリ２９０からの
データ転送の動作フローを示すフローチャートである。図６は、動画像記録中に静止画記
録動作を行う際の、デジタルビデオカメラ１００におけるメモリ２９０に蓄積されている
動画像データ量および静止画像データ量の遷移を示す模式図である。
【００４３】
　先ず、動画像記録中の静止画記録動作について、図４のフローチャートを参照しながら
説明する。
　使用者は、１－３－１の項目で上述した手順により、デジタルビデオカメラ１００で動
画像を撮影できる（ステップＳ２００）。
【００４４】
　動画像データのメモリカード２４０への記録中に、コントローラー２１０は、静止画撮
影ボタンがＯＮされたか否かにより、使用者による静止画撮影指示がなされたか否かを判
断する（ステップＳ２１０）。
【００４５】
　静止画撮影指示がなされたと判断すると（ステップＳ２１０：ＹＥＳ）、コントローラ
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ー２１０内のチェックブロック３２０は、メモリ２９０の静止画領域２９４に空きがある
か否かを判断する（ステップＳ２２０）。なお、本実施形態では、メモリ２９０の静止画
領域２９４のデータ容量は、例えば、１枚分の静止画像データに対応する容量に設定され
ている。この代わりに、複数枚分の静止画像データに対応する容量に設定されていてもよ
い。
【００４６】
　メモリ２９０の静止画領域２９４に空きがあると判断すると（ステップＳ２２０：ＹＥ
Ｓ）、コントローラー２１０は、静止画撮影指示を受け付ける。そして、コントローラー
２１０は、入力映像を静止画像データに変換するよう画像処理部１９０を制御する。コン
トローラー２１０内の静止画データ書込ブロック３０５は、生成された静止画像データを
メモリ２９０の静止画領域２９４に記録する（ステップＳ２３０）。一方、メモリ２９０
の静止画領域２９４に空きが無いと判断すると（ステップＳ２２０：ＮＯ）、コントロー
ラー２１０は、静止画撮影を禁止する（ステップＳ２４０）。
【００４７】
　次に、メモリ２９０からのデータ転送の動作について、図５のフローチャートを参照し
ながら説明する。
　メモリ２９０からメモリカード２４０への画像データの転送は、カード書込ブロック３
１０により行われる。動画像データ及び静止画像データは共に、同一のカードスロット２
３０を介してメモリカード２４０へ転送される。
【００４８】
　メモリ２９０からメモリカード２４０への画像データの転送（ステップＳ３００）に際
し、先ず、コントローラー２１０内のチェックブロック３２０は、メモリ２９０内の静止
画領域２９４に空きが有るか否かを判断する（Ｓ３１０）。チェックブロック３２０によ
り空きがあると判断されると（ステップＳ３１０：ＹＥＳ）、コントローラー２１０内の
カード書込ブロック３１０は、動画像データを優先的にメモリカード２４０に転送する（
ステップＳ３２０）。
【００４９】
　一方、メモリ２９０内の静止画領域２９４に空きが無いと判断すると（Ｓ３１０：ＮＯ
）、コントローラー２１０内のチェックブロック３２０は、メモリ２９０内の動画領域２
９２のデータ蓄積量が所定量（Ｙ）以上であるか否かを判断する（Ｓ３３０）。メモリ２
９０内の動画領域２９２のデータ蓄積量が所定量（Ｙ）以上であるとチェックブロック３
２０により判断されると、動画像データの連続性を確実に維持する観点から、コントロー
ラー２１０内のカード書込ブロック３１０は、静止画像データの転送を禁止して動画像デ
ータを優先的にメモリカード２４０に転送する（ステップＳ３４０）。一方、メモリ２９
０内の動画領域２９２のデータ蓄積量が所定量（Ｙ）に達していないとチェックブロック
３２０により判断されると（Ｓ３３０：ＮＯ）、カード書込ブロック３１０は、静止画像
データのメモリカード２４０への転送を行う（ステップＳ３５０）。
【００５０】
　メモリ２９０の動画領域２９２のデータ蓄積量に関する一つの閾値である前記「所定量
（Ｙ）」は、動画領域２９２の最大データ容量に対して一定の安全係数を勘案して定めら
れるものである。
【００５１】
　具体的に、どのような場合に、静止画撮影指示を受け付け、どのような場合に静止画撮
影指示を受け付けないかについて、また、動画像データ及び静止画像データそれぞれの転
送の禁止および許可について、図６を参照しながら説明する。図６の符号（１）で表示さ
れる期間は、通常の動画像記録中の期間である。この場合には、メモリ２９０内の静止画
領域２９４に空きがあるため、コントローラー２１０は、静止画撮影指示を受け付ける。
【００５２】
　符号（２）で表示される期間は、静止画記録（２ａ）及び静止画像データ転送（２ｂ）
中の期間である。従って、この符号（２）の期間中において、コントローラー２１０は、
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次の静止画撮影指示を受け付けない。また、静止画像データが転送されている期間（２ｂ
）中において、コントローラー２１０は、動画像データを転送できない。従って、符号（
２）の期間中において、メモリ２９０の動画領域２９２内の動画像データ蓄積量は増え続
けることになる。
　そして、静止画像データの転送期間（２ｂ）が終了すると、コントローラー２１０は、
動画像データを転送できるようになる。その結果、メモリ２９０の動画領域２９２内の動
画像データ蓄積量が減少することになる（符号（３）及び（４）で表示される期間）。
【００５３】
　前記符号（２）の期間を終了すると、メモリ２９０内の静止画領域２９４に空きができ
る。その結果、コントローラー２１０は、次の静止画撮影指示を受け付けられることとな
る。この例では、符号（３）の期間を経て、符号（４）の期間で静止画撮影が開始され、
符号（４ａ）の期間中に静止画の記録が行われる。この静止画の記録が終了した時点では
、メモリ２９０の動画領域２９２には、未だ所定量（Ｙ）以上の動画像データが蓄積され
ている。従って、コントローラー２１０は、これが所定量（Ｙ）未満になるまで、メモリ
カード２４０へメモリ２９０の静止画領域２９４に記録されている静止画像データを転送
できない（符号（４ｃ）で表示されている期間）。
【００５４】
　そして、メモリ２９０の動画領域２９２の動画像データ蓄積量が所定量（Ｙ）未満にな
るまで減少して初めて、コントローラー２１０は、メモリ２９０の静止画領域２９４に記
録されている静止画像データをメモリカード２４０に転送できるようになる。つまり、コ
ントローラー２１０は、符号（５）で表示される期間において、メモリ２９０の静止画領
域２９４に記録されている静止画像データをメモリカード２４０に転送する。この静止画
像データを転送している期間（５）中、コントローラー２１０は、動画像データをメモリ
カード２４０に転送できない。従って、メモリ２９０の動画領域２９２内の動画像データ
蓄積量は増え続けることになる。そして、静止画像データの転送期間（５）が終了すると
、コントローラー２１０は、動画像データの転送を再開する。その結果、メモリ２９０の
動画領域２９２内の動画像データ蓄積量が減少して行くことになる（符号（６）及び（７
）で表示される期間）。
【００５５】
　以上のように、本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００は、動画記録中に静
止画撮影指示を受け付けた場合、メモリ２９０の使用状況に応じて、静止画像データの転
送を許可するか禁止するかを決定することとした。より具体的には、デジタルビデオカメ
ラ１００は、メモリカード２４０への静止画像データの転送を開始する時点でのメモリ２
９０の動画領域２９２における動画像データの蓄積量に依存して、静止画像データの転送
を許可するか、動画像データの転送を行うかを決定することとした。このようにした理由
について次に説明する。
【００５６】
　仮に、動画記録中に静止画撮影指示を受け付けた際に、常に、静止画データの転送を許
可するようにした場合について、図９を参照しながら説明する。図９は、動画像記録中に
静止画撮影指示を受け付けた際に、常に、静止画データの転送を許可するようにした場合
において、メモリ２９０に蓄積されている動画像データ量の遷移を示す模式図である。
【００５７】
　図９において、符号（１１）で表示される期間は、通常の動画像記録中の期間である。
この期間において、コントローラー２１０は、静止画撮影指示を受け付ける。符号（１２
）で表示される期間は、静止画記録中の期間である。従って、この期間において、コント
ローラー２１０は、次の静止画撮影指示を受け付けない。符号（１３）で表示される期間
は、静止画像データのメモリカード２４０への記録が完了している期間である。従って、
コントローラー２１０は、次の静止画撮影指示を受け付ける。符号（１４）で表示される
期間は、次の静止画記録中の期間である（この場合、図１中に示されるチェックブロック
３２０を持たず、図５のフローチャートにおけるステップＳ３３０の判断ステップを設け
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ていない）。
【００５８】
　チェックブロック３２０を持たず、ステップＳ３３０の判断ステップを設けていないた
め、コントローラー２１０は、メモリ２９０内の静止画領域２９４に記録されている静止
画データを常に優先的にメモリカード２４０に転送する。従って、メモリ２９０の動画像
データ蓄積量が多い状態（符号（１３）および（１４）の期間）において、コントローラ
ー２１０がメモリ２９０内の静止画領域２９４に記録されている静止画データを優先的に
メモリカード２４０に転送すると、次の静止画記録中（符号（１４）の期間）にメモリ２
９０内の動画領域２９２に蓄積されている動画像データの量がメモリ容量を越えてしまう
。つまり、動画像データの記録について、その連続性が損なわれ破綻することになる。
【００５９】
　そこで、本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００は、メモリ２９０の使用状
況に応じて、メモリ２９０に記録されている動画像データと静止画データとの何れかをメ
モリカード２４０に転送することとした。これにより、動画像データの記録について、そ
の連続性が損なわれ破綻する可能性を有効に低減できる。
　より具体的には、デジタルビデオカメラ１００は、メモリカード２４０への静止画像デ
ータの転送を開始する時点でのメモリ２９０の動画領域２９２における動画像データの蓄
積量に依存して、この蓄積量が所定量（Ｙ）を越える場合には、静止画像データの転送を
禁止することとした。これにより、動画像データの記録について、その連続性が損なわれ
破綻する可能性を有効に低減できる。
【００６０】
　　〔１－３－３．静止画記録中の画面表示〕
　静止画記録中の画面表示について、図７及び図８を参照しながら説明する。図７は、デ
ジタルビデオカメラ１００における静止画記録中の画面表示フローを示すフローチャート
である。図８は、液晶モニタ２７０における画面表示を示す模式図である。
【００６１】
　まず、液晶モニタ２７０が表示するアイコンについて図８を用いて説明する。動画記録
表示アイコン３３０は、動画記録中であるか否かを表す。動画記録表示アイコン３３０は
、動画記録中であれば赤色、動画記録中でなければ緑色で表示される。静止画記録表示ア
イコン３４０は、静止画記録中であるか否かを表す。静止画記録表示アイコン３４０は、
静止画記録中であれば赤色、静止画記録中でなければ緑色で表示される。
【００６２】
　使用者は、１－３－２の項目で上述した手順により、デジタルビデオカメラ１００で静
止画を撮影できる（ステップＳ４００）。
【００６３】
　使用者から操作部材２５０のうちのシャッター釦を介して静止画撮影指示を受け付ける
と、コントローラー２１０は、静止画記録表示３４０の表示を赤色に変更するよう液晶モ
ニタ２７０を制御する（ステップＳ４１０）。
【００６４】
　静止画記録表示３４０を赤色に変更すると、コントローラー２１０は、静止画記録を終
えた後に静止画像データのメモリカード２４０への転送が完了したか否かを判断する（ス
テップＳ４２０）。図６における符号（２ｂ）及び符号（５）の期間が、静止画像データ
のメモリカード２４０への転送が完了していないと判断する（ステップＳ４２０：ＮＯ）
期間である。
　この静止画像データのメモリカード２４０への転送が開始されてから完了するまでに要
する期間は、転送が開始された時点でのメモリ２９０の動画領域２９２における動画像デ
ータの蓄積量に依存し、この蓄積量が前記所定量（Ｙ）を越える程度が大きいほど、転送
に要する期間が長くなる。
【００６５】
　静止画像データのメモリカード２４０への転送が完了したと判断すると（ステップＳ４
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２０：ＹＥＳ）、コントローラー２１０は、赤色の静止画記録表示３４０を緑色に変更す
るよう（つまり、静止画記録中である旨の表示を停止するよう）、液晶モニタ２７０を制
御する（ステップＳ４３０）。これは、図６における符号（３）及び符号（６）の期間へ
遷移したときに相当する。
【００６６】
　このように、本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００は、静止画記録表示３
４０を赤色（静止画記録を行っている旨の表示）に変更した後、静止画像データのメモリ
２９０への（つまり、静止画領域２９４への）記録を完了したとしても、この静止画像デ
ータのメモリカード２４０への転送が完了するまでは、静止画記録表示３４０を緑色（静
止画記録を行っていない旨の表示）に変更しないこととした。つまり、本実施の形態にか
かるデジタルカメラ１００は、静止画記録表示３４０を赤色で表示する期間を固定しなか
った。
【００６７】
　これにより、シャッター釦を押下したにも関わらず、静止画撮影が行われなかったとし
ても、先に行われていた静止画撮影が継続しているように使用者に見せることができる。
つまり、図６における符号４ｃの期間のように、静止画領域２９４に記録された静止画像
データがメモリカード２４０に転送させられない期間が生じたとしても、次の静止画撮影
が可能になるまで、静止画記録表示３４０を赤色で表示できる。その結果、使用者によっ
て機器が故障していると誤解される事態を回避できる。
【００６８】
〔２．他の実施の形態〕
　以上により、本発明の実施の形態として、実施の形態１を説明した。しかし、本発明は
、これに限定されるものではない。そこで、本発明の他の実施の形態を、本欄に纏めて説
明する。
【００６９】
　実施の形態１にかかるデジタルカメラ１００の光学系及び駆動系は、図１に示すものに
限定されない。例えば、図１では３群構成の光学系を例示しているが、他の群構成のレン
ズ構成としてもよい。また、それぞれのレンズは、１つのレンズで構成してもよく、複数
のレンズから構成されるレンズ群として構成してもよい。
【００７０】
　また、実施の形態１では、撮像手段として、ＣＣＤイメージセンサー１８０を例示した
が、本発明はこれに限定されない。例えば、ＣＭＯＳイメージセンサーで構成してもよく
、ＮＭＯＳイメージセンサーで構成してもよい。
【００７１】
　また、実施の形態１では、第２の記憶手段としてメモリカード２４０を例示したが、本
発明はこれに限定されない。例えば、ＨＤＤやＢＤ等の光ディスクやフラッシュメモリ等
の半導体メモリであってもよい。要するにデータを記憶できればどのようなデバイスであ
ってもよい。
【００７２】
　また、実施の形態１では、静止画記録中に静止画記録表示３４０を赤色で表示し、静止
画を記録していない場合に静止画記録表示３４０を緑色で表示することとした。しかしな
がら、必ずしもこのような構成には限られない。例えば、静止画記録中には静止画記録表
示３４０を表示するが、静止画を記録していない場合には静止画記録表示３４０を表示し
ないような構成であってもよい。要するに、静止画記録中であるか、静止画を記録してい
ないのかを使用者に通知できる表示であればどのような表示であってもよい。
【００７３】
　また、実施の形態１では、静止画像データをメモリ２９０の静止画領域２９４に記録し
、記録した静止画像データをメモリカード２４０に転送するのに要する期間（図６におけ
る符号（２）の期間）が終了した後であっても、静止画領域２９４に未だにデータが残っ
ている場合（図６における符号（５）の終盤）には、静止画記録表示３４０を緑色に戻さ
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ず、赤色で表示することとした。しかしながら、必ずしもこのような構成とする必要はな
い。例えば、静止画記録表示３４０は緑色に戻し、静止画記録表示３４０とは別に、静止
画撮影指示を受け付けない旨の表示を行うようにしてもよい。
【００７４】
　また、実施の形態１では、チェックブロック３２０は、メモリ２９０に所定量（Ｙ）以
上の動画像データが蓄積されているか否かを判断するとしたが、必ずしもこのような構成
に限定されない。例えば、チェックブロック３２０は、メモリ２９０の空き容量が所定量
（Ｚ）未満か否かを判断するような構成であってもよい。
【００７５】
　また、実施の形態１では、動画記録中に静止画撮影指示を受け付けた場合、メモリ２９
０の使用状況に応じて、メモリ２９０に記録されている動画像データと静止画データとの
何れかをメモリカード２４０に転送するよう決定することとしているが、この代わりに、
メモリ２９０に所定量（Ｙ）以上の動画像データが蓄積されている場合には、静止画撮影
指示を受け付けないようにしてもよい。また、必ずしもこのような構成には限定されず、
例えば、メモリ２９０に所定量（Ｙ）以上の動画像データが蓄積されている場合であって
も、使用者から動画像記録の停止指示があった後は、静止画撮影指示を受け付けるような
構成であってもよい。これは、この場合には、動画像記録が終了しているため、メモリ２
９０にこれ以上動画像データが蓄積されてこないので、静止画記録を実施して動画像デー
タのメモリカード２４０への書き込みを待たせても、メモリ２９０がオーバーフローする
ことがないためである。
【００７６】
　或いは、例えば、メモリ２９０に所定量（Ｙ）以上の動画像データが蓄積されている場
合において、使用者から静止画撮影指示がなされた場合、静止画像データの生成は行い、
生成した静止画像データを別のメモリに格納しておくような構成にしてもよい。この場合
には、コントローラー２１０は、メモリ２９０の動画像データ蓄積量が所定量（Ｙ）未満
にまで低減すると、別のメモリに格納している静止画像データをメモリカード２４０に書
き込むこととなる。これにより、メモリ２９０の動画像データ蓄積量を気にすることなく
、動画記録中に静止画撮影を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、デジタルビデオカメラやデジタルスチルカメラやカメラ機能付き携帯電話等
に適用可能である。
【符号の説明】
【００７８】
　１００　　デジタルカメラ
　１１０　　ズームレンズ
　１２０　　検出器
　１３０　　ズームモータ
　１４０　　ＯＩＳ
　１５０　　ＯＩＳアクチュエータ
　１６０　　検出器
　１７０　　フォーカスレンズ
　１８０　　ＣＣＤイメージセンサー
　１９０　　画像処理部
　２００　　メモリ
　２１０　　コントローラー
　２２０　　ジャイロセンサー
　２３０　　カードスロット
　２４０　　メモリカード
　２５０　　操作部材
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　２６０　　ズームレバー
　２７０　　液晶モニタ
　２８０　　内部メモリ
　２９０　　メモリ
　３００　　動画データ書込ブロック
　３０５　　静止画データ書込ブロック
　３１０　　カード書込ブロック
　３２０　　チェックブロック

【図１】 【図２】



(14) JP 2011-160412 A 2011.8.18

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(15) JP 2011-160412 A 2011.8.18

【図７】

【図８】

【図９】



(16) JP 2011-160412 A 2011.8.18

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5C122 DA03  DA04  EA12  EA42  EA69  FA07  FK12  FK29  GA25  HA71 
　　　　 　　        HB01  HB02  HB05 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

